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○ 技能労働者の著しく低い賃金（全産業平均より２６％も低い水準） 

○ 新規入職者の減少と高齢化により技能労働者が枯渇 

○ 被災地などでの技能労働者不足  ⇒ 公共工事設計労務単価の大幅引上げ 

○ この機会に技能労働者の賃金をはじめ処遇を改善し、建設業の将来を取り戻す 

基本的な認識 

 

第１ 適切な労務賃金支払いの要請  

・ 元請は、一次下請に対し、設計労務単価の引上げの趣旨にかなう適切な賃金が支払われるよう要請。 

・ 一次下請以下は、それぞれの再下請に対し同様の要請。 

 

第２ 労務賃金の状況調査の実施  

 

 

第３ 社会保険等加入促進  

・ 元請は、下請の法定福利費の全額を一次下請に支払う。 

・ 一次下請は、社会保険に加入し、一次下請以下は、それぞれの再下請に対し社会保険への加入を要請。 

 

第４ 適正な受注活動の徹底  

 

 

第５ 民間工事における取組み  

・ 民間工事の発注者に対して適切な理解と協力を要請。 

 

第６ 重層下請構造の改善  

・ ５年後を目途に可能な分野で原則二次（設備工事は三次）までの実現を目指す。 

 

第７ 技能労働者の処遇改善の総合的な取組み  

・ 優良職長手当制度の導入促進、土曜閉所５０％、作業所の職場環境改善、技能労働者の育成支援な

どの総合的な取組みを推進。 

 

第８ 関係方面への要請  

・（元請企業）これらの総合的な取組みを推進。技能労働者の処遇改善に真摯に取り組む下請企業への配慮。 

・（下請企業）技能労働者の雇用形態の改善。 

・（官民の建設工事発注者）適正な発注金額、適正な工期の設定、適正な契約条件。 

・（公共工事発注者）低価格受注防止に資する入札契約システム整備、公共事業の平準化。 

・（建設業所管行政庁）全ての建設業者に対する積極的な指導。 

総合的な取組みの推進 

労務賃金改善等推進要綱＜骨子＞ 
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（技術者） 

（技能労働者） （技能労働者） （技能労働者） 

（技能労働者） 

（技能労働者） （技能労働者） 

（技能労働者） （技能労働者） 

発注者 

建設業における重層下請構造のイメージ 

施主 
（公共・民間） 

総合建設会社 
（ゼネコン） ○○建設 

専門工事業者 
（基礎） Ａ組 

元請 

一次下請 
専門工事業者 
（躯体） Ｂ建設 

専門工事業者 
（仕上げ） Ｃ工務店 

二次下請 Ｆ工務店 
(型枠・鉄筋) 

Ｇ工業 
(塗装) 

Ｈ建設 
(外構) 

（営業マン） 
（技術者） （技術者） 

（技術者） 

（技能労働者） 

（技術者） 

（技能労働者） 

三次下請 

（技能労働者） 

（技能労働者） 

（技術者） 

Ｊ建設 Ｋ運送 
(一人親方) 

Ｌ組 Ｍ建設 Ｎ個人事業主
(一人親方) 

四次下請 
以降 

一人親方 一人親方 Ｐ造園 一人親方 Ｏ建設 

（技術者） 

Ｉ組 
(電気) 

Ｅ建設 
(地盤改良) 

Ｄ工業 
(杭打設) 

監督 
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